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１月２８日（火）ホテル郡上八幡において新春経済講演会 並びに 

異業種交流会が和田中濃県事務所長、青木副市長はじめ市議会、関

係団体、金融機関など多くのご来賓と会員、２００名超のご参加に

より開催されました。 

第一部 新春経済講演会では待望しておりました、経済・金融・

サブカルチャーと、多くの分野でご活躍されている経済アナリス

ト・獨協大学経済学部教授、森永卓郎氏を講師に迎え「日本人を幸

せにする経済学」をテーマに、テレビでおなじみのユーモア溢れる    

巧みで分かりやすい、楽しい経済学のお話を頂きました。 

講演終了後は昨年に引き続き、商工会へ新規入会された事業者に

自己紹介を行って頂く「自社ＰＲタイム」を設けました。いずれの登壇者も自社の商品やサービス、経営方針等

について熱く語って頂きました。 

第二部 新年異業種交流会では市内全域の多業種の皆さんによる情

報・意見交換と、併せて飲食料品系製造業の会員の自社商品の知名度

アップ・販路拡大のために「試食品ＰＲコーナー」を設け、自慢の逸品

に参加者が舌鼓を打ちました。 

交流会の冒頭挨拶で、木嶋商工会長が商工会を取り巻く情勢や課題、

これからの取組みなどについて述べました。 
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新春経済講演会 並びに 

第 11 回新年異業種交流会開催！ 
 

 

【森永卓郎氏による講演】  

《新会員企業 PR 参加者》 

木村総合法律事務所、zummy products 

カネサダ番匠、郡上ロボットクラブ ※敬称略、順不同 

 

《試食コーナー参加企業》 

サムライソールブッチャーズ、㈱明宝家、けいちゃんカンパニー、FOREVER㈱、㈱丸昌醸造場、 

Patisserie
パ テ ィ ス リ ー

Franc
フ ラ ン

、野崎肉店食事処、三河屋  

《展示コーナー参加企業》 

㈱郡上ロボットクラブ、㈱インテリア四季、カネサダ番匠         ※敬称略、順不同 
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第 3回 どうしたらいいの！ 働き方改革   

え！ 規制時間以下でも 労災認定 

 

有給休暇取得義務化については、お分かりいただけましたか？パートさんにも有給休暇で、実際に 5 日休んでもらわな

ければなりません。日数は、労働基準法で決められています。 

さて、今回と次回は時間外労働規制についてお話しさせていただきます。皆さんの事業所では無いと思いますが、長時間

労働により過労死やうつ病が多く発生しています。起こってしまうと本人や家族だけでなく、事業主の皆さんも大変なことと

なってしまいます。月 80 時間という時間外労働の上限規制の基準よりずっと少ない労働時間でもうつ病が発症し、労災認

定されています。 

過労死やうつ病が起こらないように、時間外労働の上限が月 45 時間、年 360 時間と定められました。臨時的・特別事

情があり労使が協定した場合は年 720 時間、月 100 時間、45 時間を超える月が 6 ヶ月以内で、かつ 2～6 ヶ月それぞ

れの平均が 80時間以内と定められました。 

 

（図：日商 働き方改革 BOOKより） 

 

 

 

 

 

  

Q 臨時的・特別事情ってどんなこと 

・予算決算業務・ボーナス商戦に伴う繁忙・納期のひっ迫 

・大規模なクレーム対応・機械のトラブル対応など 

一次的または突発的に、時間外労働させる必要のあるもので、限定的であること。 

どうしたら時間外労働が減らせるのでしょうか？ 

   ご相談は、郡上市商工会（℡66-2311）へ。 「ぎふ働き方改革支援センター」の無料相談でとお申し込み下さい。 

※今年度の新規お申し込みは、3月 6日（金）までにお願いします。 

 

専門家相談窓口カレンダー  貸付利率情報 令和 2年 1月 31日現在 

支援内容 2月相談日 3月相談日  融資制度名 利率（％） 保証率（％） 適用 

経営 28日（金） 2日（月）／24日（火）  経営改善貸付 1.21 ―  

法律 26日（水） ２5日（水）  普通貸付 2.16～2.45 ― ※ 

税務 3日(月)／18日（火） 3日(火)／17日（火）  創業ローン 0.90 ―  

労務 12日（水） 18日（水）  市チャレンジ 1.9 0.8 創業 

知的財産 20日（木） 19日（木）  支援融資 2.1 0.45～1.9 異業種 

登記 20日（木） 19日（木）  市小口融資 0.75 0.5～2.2  

注：相談は予約制となります。 事前に☎66-2311までご連絡下さい。 ※借り入れのご契約によって異なります 


